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こ け ん り じょう やく し

●「子どもの権利条約」って知ってる？

やく そく か

●どんな約束が書かれているの？

1

せかいじゅう こ しあわ く ねが

世界中の子どもたちみんなが、「幸せに暮らせるように」といった願い
くに ちから あ やくそく き

をこめて、たくさんの国が力を合わせて約束ごとを決めました。それが、
こ けんり じょうやく ねん こくさいれんごう そうかい つく にほん

「子どもの権利条約」です。 １９８９年に国際連合の総会で作られ、日本も
ねん じょうやく はい ねん だんかい せかい くに

１９９４年にこの条約に入りました。 2021年の段階で、世界の１９６の国
ち い き じょうやく はい

と地域がこの条約に入っています。

こ けんりじょうやく せかいじゅう さい みまん こ

「子どもの権利条約」は、世界中の１８歳未満の子どものためのもので
こ しあわ

す。子どもたちが幸せになるために、どんなことができるかについて、
やくそく か ないよう はしら

５４の約束が書かれています。その内容は、４つの柱からできています。
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い け ん り

～「生きる権利」～

こ ひと たいせつ た ねむ

子どもたちは、すべての人から大切にされ、しっかり食べたり、眠った
げんき あんしん

り、元気に安心してくらすことができます。
びょうき びょういん て あ う

また、病気やけがをしたら、病院などで手当てを受けることが
こころ からだ ちか おとな そうだん

できます。心や体がしんどいときは、近くの大人に相談しましょ

う。

２

だい じょう こ

第３条 子どもにとってよいことを
おとな こ なに よ かんが

大人は、子どもにとって「何がいちばん良いか」を考えなければなりません。

だい じょう い け ん り そだ け ん り

第６条 生きる権利、育つ権利
こ せいちょう

子どもはみんな、いきいきと成長することができます。

●保護者のみなさまへ

親（保護者）は、子どもの心や体

の成長に合わせて適切な指導をし

なければなりません。

子どもの指導について親の意見

は大切にされます。（第５条より）

日々の生活の中で子どもたちは

ストレスを感じています。子どもの

小さな変化を見逃さないようにし

なければなりません。
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そ だ け ん り

～「育つ権利」～

３

だい じょう しょう こ

第２３条 障がいのある子ども
こころ しょう こ ひと く きょうりょく

心やからだに障がいをもつ子どもも、その人らしく暮らせるようにみんなで協力し

て、サポートしていかなければなりません。

べんきょう こ まな

だれでも、勉強することができます。子どもはみんな、学びたいことを
まな きかい ほしょう じぶん ちから の

学べる機会が保障されなければなりません。そして、自分の力を伸ばす

ことができます。

だい じょう やす あそ け ん り

第３１条 休み、遊ぶ権利
ともだち あそ やす おんがく き じゆう じかん

友達と遊んだり、ゆっくり休んだり、音楽を聞いたりする自由な時間をもつことが

できます。

●保護者のみなさまへ

子どもとたくさん話をして、子どもが何を

やりたいのか、理解をする必要があります。

他の子どもと比較するのではなく、一人ひ

とりの個性を認めることが大切です。

だい じょう きょういく う けん り

第２８条 教育を受ける権利
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こ まな じぶん かんが じゆう い

子どもたちはみんな、学んだり、自分の考えを自由に言うことができます。
やす あそ たいせつ

また、休んだり遊んだりすることも大切です。



ま も け ん り

～「守られる権利」～

４

だい じょう ぎゃくたい ほ ご

第１９条 虐待などからの保護

せかい ひと す じぶん まわ かんが ちが ひと なかよ

世界には、いろいろな人が住んでいます。自分の周りにいる考えの違う人とも仲良

くしなければなりません。

●保護者のみなさまへ

すべての子どもたちは、大人

と同じように人格を持った、一

人の人間として尊重されなけれ

ばなりません。

虐待や危険な目にあうこと

なく、 安心してのびのびと暮

らせるよう、多くの大人が目を

配り、守ることが大切です。
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こ くる まも

子どもたちはみんな、いじめられたり、苦しめられたりしないよう、守ら
じぶん まわ せいかつ しかた かんが かた ちが ひと

れなければなりません。自分の周りには生活の仕方や考え方などが違う人
ひと たいせつ など

がいます。そのすべての人が大切にされなければなりません。コロナ等を
りゆう さべつ ゆる じぶん まわ ひと たいせつ

理由に差別をすることも許されません。自分や周りの人のことを大切にし

ましょう。

だい じょう じ ぶ ん ちが ひと

第30条 自分と違ういろいろな人

おや こ ぼうりょく ふ

たとえ親であっても、子どもに暴力を振るったりほったらかしにしてはいけません。
おとな きょうりょく こ たす まも

そうならないよう、大人は協力して、子どもたちを助け、守らなければなりません。



さ ん か け ん り

～「参加する権利」～

ともだち おや おとな じぶん かんが つた じぶん

友達や親など大人に自分の考えを伝えることができます。また、自分の
ほうほう じゆう ひょうげん

したいことをいろいろな方法で自由に表現することができます。

５

だい じょう い け ん あらわ け ん り

第１２条 意見を表す権利
だい じょう ひょうげん じ ゆ う

第１３条 表現の自由
じぶん かんが い え うた じゆう あらわ

自分の考えを言ったり、絵や歌などにして自由に表したりすること
あいて はなし き ともだち こま

ができます。また、相手の話をきちんと聞いたり、友達が困らないよ
き たいせつ

うに気をつけることも大切です。

●保護者のみなさまへ

子どもの意見や行動を頭から否定するのではなく、子どもの発達

に応じて、じっくり話を聞き、尊重することが大切です。

ただ、まわりの人を傷つけることや、迷惑になることはしてはいけ

ないことを教えなければなりません。

教育委員会は、子どもに関わる事業の実施にあたっては、子ども

の意見を反映してまいります。
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だい じょう ほ ご

第１６条 プライバシーの保護
こ ほか ひと し ひみつ かって しら

子どもにも他の人に知られたくないことがあります。その秘密を勝手に調べたり、

そのことでいじめられたりするようなことはあってはなりません。
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